
金沢市における水道水源の保全に関する条例施行規程をここに公布する｡

平成18年３月31日

金沢市公営企業管理者 山 本 文 男

�金沢市公営企業管理規程第１号

金沢市における水道水源の保全に関する条例施行規程

(趣旨)

第１条 この規程は､ 金沢市における水道水源の保全に関する条例 (平成18年条例第７号｡ 以下 ｢条例｣ という｡)

の施行に関し､ 必要な事項を定めるものとする｡

(用語の意義)

第２条 この規程で使用する用語の意義は､ 条例で使用する用語の意義の例による｡

(水道水源保全区域の指定の案の縦覧等)

第３条 管理者は､ 水道水源保全区域 (以下 ｢保全区域｣ という｡) の指定の案を作成したときは､ その旨を公告し､

当該保全区域の指定の案を､ 公告の日から２週間公衆の縦覧に供するものとする｡

２ 前項の規定による公告があったときは､ 当該保全区域内の土地､ 建物等の所有者及び占有者並びに利害関係者は､

同項の縦覧期間の初日からその末日後１週間を経過する日までの間に､ 縦覧に供された案について､ 管理者に意見

書を提出することができる｡

３ 前２項の規定は､ 保全区域の指定の解除の案又はその区域の変更の案を作成した場合について準用する｡

(保全区域内の行為に関する届出)

第４条 条例第７条第１項の規定による届出は､ 水道水源保全区域内行為の届出書 (別記様式) に､ 別表に掲げる図

面等を添付して行うものとする｡

(適用除外)

第５条 条例第７条第２項第２号に規定する管理者が定める行為は､ 次に掲げる行為とする｡

� 水道水源の水質の保全に著しい支障を及ぼすおそれがないと認められる行為で､ 次に掲げるもの

ア 屋外における水栓の設置及び改造

イ し尿等を貯留する設備のついた簡易便所の設置

ウ 給排水設備の変更を伴わない建築物その他の工作物の改築､ 増築又は大規模な修繕若しくは模様替え
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エ 面積が500平方メートル以下の土地の形質の変更

オ 既存の建築物その他の工作物の管理のために必要な土地の形質の変更

� 前号に掲げるもののほか､ 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為その他管理者が届出を

要しないと認めた行為

(審議会の会議等)

第６条 金沢市水道水源保全審議会 (以下 ｢審議会｣ という｡) の会議は､ 会長が招集し､ 会長が議長となる｡

２ 審議会の会議は､ 委員の半数以上が出席しなければ開くことができない｡

３ 審議会の議事は､ 出席した委員の過半数をもって決し､ 可否同数のときは､ 議長の決するところによる｡

第７条 条例第４章及び前条に定めるもののほか､ 審議会の運営に関し必要な事項は､ 会長が審議会に諮って定める｡

(雑則)

第８条 この規程に定めるもののほか､ 必要な事項は､ 管理者が別に定める｡

附 則

この規程は､ 平成18年４月１日から施行する｡

別表 (第４条関係)

備考 図面には縮尺を記入すること

別記様式 (第４条関係)
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行 為 の 種 類 図面等の種類 明 示 す べ き 事 項

生活排水又は事業排水の発

生原因となる建築物その他

の工作物の新築､ 改築､ 増

築､ 移転､ 除却又は大規模

な修繕若しくは模様替え

位 置 図 方位､ 行為地の形状及び付近見取図

配 置 図 敷地の境界線及び建築物その他の工作物の位置

平 面 図 生活排水又は事業排水の系統を明らかにする書面

構 造 図
生活排水又は事業排水の処理設備の構造及び処理能力を明らかに

する書面

現 況 写 真 行為地の２方向以上からの写真及び周辺との関係写真

宅地の造成､ 土地の開墾そ

の他の土地の形質の変更

位 置 図 方位､ 行為地の形状及び付近見取図

平 面 図 行為地の境界線､ 切土､ 盛土及び主要構造物の位置

断 面 図
行為の前後の土地の形状を対比できる縦断面及び横断面 (のり高､

切土､ 盛土及び主要構造物の表示) 並びに主要構造物の断面

現 況 写 真 行為地の２方向以上からの写真及び周辺との関係写真

水道水源保全区域内行為の届出書

年 月 日

(あて先) 金沢市公営企業管理者

届出者 住 所

氏 名 印◯

金沢市における水道水源の保全に関する条例第７条第１項の規定により､ 次のとおり届け出ます｡

行為の場所 金沢市 番地

行為地の地目 地 積 ㎡

行為の目的

行為の予定期間 年 月 日から 年 月 日まで

土地所有者の住所及び

氏名

工事施工者の住所及び

氏名

行為の種類 ※１
□建築物の

□その他の工作物の

□新築 □改築 □増築 □移転

□除却 □大規模な修繕

□大規模な模様替え



｢

｣

｢

｣

ガス課

上水・発電課

浄水センター

発電管理センター

水処理課

西部水質管理セ

ンター

臨海水質管理セ

ンター

ガス課

上水・発電課

発電管理センター

水処理課

西部水質管理セ

ンター

臨海水質管理セ

ンター

｢

｣
３ ガス及び水道の供給相談並びに下水道の接続相談に関する事項

｢

｣
３ ガス及び水道の供給相談並びに下水道の接続相談及び普及促進に関する事項

｢

｣
８ 水道の需用開発及び下水道の普及促進に関する事項

｢

｣
８ 水道の需用開発に関する事項

備考

１ 法人にあっては､ 住所は事務所の所在地を､ 氏名は名称及び代表者の氏名を記入してください｡

２ ※１の欄は､ 該当するものの前の□にレを記入してください｡

３ ※２又は※３の欄は､ 該当する欄のみ記入してください｡
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

金沢市企業局の組織及び分掌事務規程の一部を改正する規程をここに公布する｡

平成18年３月31日

金沢市公営企業管理者 山 本 文 男

�金沢市公営企業管理規程第２号

金沢市企業局の組織及び分掌事務規程の一部を改正する規程

金沢市企業局の組織及び分掌事務規程 (平成13年公営企業管理規程第５号) の一部を次のように改正する｡

第２条第２項の表中 ｢検査員室｣ を ｢技術指導室｣ に､ を に改

め､ 同条第４項中 ｢､ 部に次長等｣ を削る｡

第３条の表中 ｢検査員室｣ を ｢技術指導室｣ に改める｡

第４条の表お客さまサービス課の項中

を

に

改め､ 同表営業開発課の項中

を

に

改める｡

第６条の表上水・発電課の項を次のように改める｡
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□土地の形質の変更

生活排水の処理の方法

※２

し 尿 ( )

雑排水 ( )

事業排水の処理の方法

※３

上水・発電課 １ 浄水場施設の建設及び改良に関する事項

２ 配水調整及び県水受水に関する事項

３ 浄水場施設及び配水場施設の運転及び維持管理に関する事項

４ 浄水処理に関する事項

５ 導水施設の維持管理に関する事項

６ 原水､ 浄水､ 配給水等の水質検査に関する事項



｢

｣

｢

｣

｢

｣

｢

｣

２ 物品の購入

(交際費､ 事務

連絡費及び食糧

費に係る物品並

びに単価契約に

より購入する物

品を除く｡)

２ 物品の購入

(交際費､ 事務

連絡費及び食糧

費に係る物品並

びに単価契約に

より購入する物

品を除く｡) 及

び印刷物の製造

(単価契約によ

り製造する印刷

物を除く｡)

建物等の維持管理

の業務 (特定随意

契約業務に限る｡)

建物等の維持管理

の業務 (特定随意

契約業務に限る｡)

及び樹木等の維持

管理の業務

｢

｣

９ 単価

契約

単価契約に

より購入す

る物品

基本契約 (変更を含む｡) の方法等の

決定伺
○

基本契約 (変更を含む｡) の締結伺 ○

契約の方法等の決定伺及び締結伺 (燃

料､ 薬品及びガス器具を除く物品の購

入)

○

契約の方法等の決定伺及び締結伺 (燃

料､ 薬品及びガス器具の購入)
○

｢

｣

９ 単価

契約

単価契約に

よる物品の

購入及び印

刷物の製造

基本契約 (変更を含む｡) の方法等の

決定伺
○

基本契約 (変更を含む｡) の締結伺 ○

契約の方法等の決定伺及び締結伺 ○

附 則

この規程は､ 平成18年４月１日から施行する｡
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

金沢市企業局事務決裁規程の一部を改正する規程をここに公布する｡

平成18年３月31日

金沢市公営企業管理者 山 本 文 男

�金沢市公営企業管理規程第３号

金沢市企業局事務決裁規程の一部を改正する規程

金沢市企業局事務決裁規程 (昭和39年公営企業管理規程第３号) の一部を次のように改正する｡

別表第１組織及び人事管理の表の備考第１項中 ｢､ 浄水センター所長｣ を削り､ 同表契約イの表中

を に､ を に､

を

に

改め､ 同イの表の備考第２項中 ｢建物の維持管理の業務｣ の次に ｢､ 樹木等の維持管理の業務｣ を加える｡

附 則

この規程は､ 平成18年４月１日から施行する｡
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７ かんがい用水の補給に関する事項

８ 水処理技術の調査及び研究に関する事項

９ 工業用水道事業に関する事項

10 水力発電の調査及び研究に関する事項

11 電気の卸供給に関する事項

12 発電事業及び水道事業に係る水資源の総合運用に関する事項

発電管理センター １ 発電施設の建設及び改良に関する事項

２ 発電施設の運転及び維持管理に関する事項



｢

｣

｢

｣

上水・発電課 (浄水センター

及び発電管理センターを除く｡)

に勤務する職員

上水・発電課 (発電管理セン

ターを除く｡) に勤務する職

員

浄水センター又は発電管理セ

ンターに勤務する職員

発電管理センターに勤務する

職員

｢

｣

｢

｣
検査員室の職員 技術指導室の職員

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

金沢市企業局職員就業規則及び金沢市企業局会計規程の一部を改正する規程をここに公布する｡

平成18年３月31日

金沢市公営企業管理者 山 本 文 男

�金沢市公営企業管理規程第４号

金沢市企業局職員就業規則及び金沢市企業局会計規程の一部を改正する規程

(金沢市企業局職員就業規則の一部改正)

第１条 金沢市企業局職員就業規則 (昭和32年公営企業管理規程第11号) の一部を次のように改正する｡

別表第１中 を に改める｡

(金沢市企業局会計規程の一部改正)

第２条 金沢市企業局会計規程 (昭和55年公営企業管理規程第１号) の一部を次のように改正する｡

別表第８中 を に改める｡

附 則

この規程は､ 平成18年４月１日から施行する｡
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程をここに公布する｡

平成18年３月31日

金沢市公営企業管理者 山 本 文 男

�金沢市公営企業管理規程第５号

企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程

企業職員の給与に関する規程 (昭和52年公営企業管理規程第５号) の一部を次のように改正する｡

第５条中 ｢､ 調整手当｣ を ｢､ 地域手当｣ に改め､ 同条の表を次のように改める｡

第６条を次のように改める｡

第６条 削除

第７条第１項中 ｢､ 受益者負担金等徴収手当｣､ ｢､ 集金手当｣ 及び ｢､ 遠隔地等手当､ 汚物処分手当｣ を削り､

｢及び熱量変更作業手当｣ を ｢及びガス需要開拓手当｣ に改め､ 同項第５号を次のように改める｡

� 変則勤務手当は､ 正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる業務に従事した職員に支

給する｡

第７条第１項第７号を次のように改める｡

� 料金等徴収手当は､ 次に掲げる職員に支給する｡

ア ガス料金､ 水道料金､ 下水道使用料等の滞納徴収の業務に従事する職員

イ 受益者負担金等の滞納徴収の業務に従事する職員

ウ 現場における集金業務に従事する職員

第７条第１項第８号及び第９号を削り､ 同項第10号中 ｢｡ 以下この条において ｢ガス供給条例｣ という｡｣ を削り､

同号を同項第８号とし､ 同項第11号を同項第９号とし､ 同項第12号中 ｢職員に対して｣ を ｢職員に｣ に､ ｢従事する｣

を ｢従事した｣ に改め､ 同号を同項第10号とし､ 同項第13号中 ｢従事する｣ を ｢従事した｣ に改め､ 同号を同項第11

号とし､ 同号の次に次の１号を加える｡
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給 料 表 職 員 加 算 割 合

技能労務職給料表
職務の級６級及び５級の職員 100分の10

職務の級４級及び３級の職員 (管理者が定める職員に限る｡) 100分の５



｢

｣

課長 料金センター所長 浄水センター所長

担当課長 担当所長 室長

｢

｣

課長

担当課長 所長 室長

� 下水処理手当は､ 水処理課に所属する職員のうち､ 次に掲げる職員に支給する｡

ア 下水の処理等の作業に従事する職員

イ 下水道ポンプ場においてその業務に従事した技能労務職員

第７条第１項中第14号から第16号までを削り､ 第17号を第13号とし､ 同項第18号中 ｢職員に対して｣ を ｢職員｣ に

改め､ 同号を同項第14号とし､ 同項中第19号を第15号とし､ 第20号を第16号とし､ 第21号を削り､ 同項に次の１号を

加える｡

� ガス需要開拓手当は､ 営業開発課に所属する職員で､ 庁外においてガス需要開拓業務に従事したものに支給す

る｡

第７条第３項中 ｢再任用短時間勤務職員｣ を ｢地方公務員法 (昭和25年法律第261号) 第28条の５第１項に規定す

る短時間勤務の職を占める職員 (以下 ｢再任用短時間勤務職員｣ という｡)｣ に改める｡

第13条中 ｢調整手当｣ を ｢地域手当｣ に改め､ ｢､ 業務手当の月額｣ を削り､ ｢もの｣ を ｢ものから管理者が定める

時間を減じたもの｣ に改める｡

第15条中 ｢業務手当､ 特殊勤務手当｣ を ｢特殊勤務手当｣ に改める｡

別表第１中 を

に改める｡

別表第２変則勤務手当の項を次のように改める｡

別表第２受益者負担金等徴収手当の項を削り､ 同表料金等徴収手当の項を次のように改める｡
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変則勤務手

当

港エネルギーセンターにおいて

その業務に従事する者で､ 正規

の勤務時間による勤務の全部又

は一部が午後10時から翌日の午

前５時までの間において行われ

る勤務 (以下 ｢深夜勤務｣ とい

う｡) に従事したもの

勤務１回につき

1,650円

この項に規定する者 (徒歩により通勤するも

のとした場合の通勤距離が片道２キロメート

ル未満である者を除く｡) が勤務の交替に伴

う通勤を行う場合において､ 交通機関を利用

できないとき (当該通勤のため市の所有又は

借上げに係る自動車等を利用する場合 (料金

等の全部又は一部を市が負担するタクシー等

を利用する場合を含む｡) 以外の場合に限る｡)

は､ その者に対し､ その項に定める額に勤務

１回につき､ 通勤距離 (通勤手当の認定に係

る総通勤距離をいう｡ 以下同じ｡) が片道５

キロメートル未満の者にあっては380円､ 通

勤距離が片道５キロメートル以上10キロメー

トル未満の者にあっては760円､ 通勤距離が

片道10キロメートル以上の者にあっては1,140

円をそれぞれ加算した額とする｡

上水・発電課 (発電管理センター

を除く｡) において勤務に従事

する者で､ 深夜勤務に従事した

もの

勤務１回につき

1,650円

熱量変更支援室において勤務に

従事する者で､ 深夜勤務に従事

したもの

勤務１回につき

6,100円

料金等徴収

手当

常時ガス料金､ 水道料金､ 下水

道使用料等の滞納徴収に従事す

る者

勤務１月につき

7,900円

ガス料金､ 水道料金､ 下水道使

用料等の滞納徴収に従事する者

で､ 前記以外のもの

１日につき

390円

受益者負担金等の滞納徴収に従

事する者

１日につき230円



｢

｣

熱量変更作

業手当

１日につき

1,000円

｢

｣

ガス需要開

拓手当

１日につき300円

別表第２集金手当の項､ 遠隔地等手当の項及び汚物処分手当の項を削り､ 同表下水処理手当の項を次のように改め

る｡

別表第２中 を

に改める｡

様式第２号中 ｢業務手当､ 特殊勤務手当｣ を ｢特殊勤務手当｣ に改める｡

附 則

１ この規程は､ 平成18年４月１日から施行する｡

２ 企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例 (平成18年条例第36号) 附則第２項の規定に

基づき支給する業務手当の額は､ 次の各号に掲げる期間の区分に応じ､ 当該各号に定める額とする｡

� 平成18年４月から平成19年３月まで 7,200円

� 平成19年４月から平成20年３月まで 5,400円

� 平成20年４月から平成21年３月まで 3,600円

� 平成21年４月から平成22年３月まで 1,800円

３ 改正後の企業職員の給与に関する規程の規定にかかわらず､ 平成18年４月から平成19年６月までの間は､ 熱量変

更の調整作業に従事した職員に改正前の企業職員の給与に関する規程の規定による熱量変更作業手当を支給し､ そ

の額は､ １日につき1,000円とする｡

４ 平成18年４月から平成22年３月までの間における改正後の第13条の規定の適用については､ 同条中 ｢地域手当の

月額｣ とあるのは､ ｢地域手当の月額､ 企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程 (平成18年公営企業管

理規程第５号) 附則第２項に規定する業務手当の月額｣ とする｡

５ この規程の施行の際現に存する改正前の様式第２号の書式による用紙は､ 当分の間､ 所要の調整をして使用する

ことができる｡
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

企業職員の初任給､ 昇格､ 昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程をここに公布する｡

平成18年３月31日

金沢市公営企業管理者 山 本 文 男

�金沢市公営企業管理規程第６号

企業職員の初任給､ 昇格､ 昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程

企業職員の初任給､ 昇格､ 昇給等の基準に関する規程 (昭和32年公営企業管理規程第８号) の一部を次のように改

正する｡

別表第１から別表第３までを次のように改める｡

平成18年(2006年)３月31日 号外第８号の 12 金 沢 市 公 報

― 7―

現場における集金業務に従事す

る者

１日につき

170円

下水処理手

当

水処理課に所属する職員 (技能

労務職員を除く｡) で､ 下水の

処理等の作業に従事するもの

勤務１月につき

2,500円

水処理課に所属する技能労務職

員で､ 下水の処理等の作業に従

事するもの

１日につき

470円

下水道ポンプ場においてその業

務に従事した者

１日につき

170円



別表第１ (第２条関係)

行政職給料表級別標準職務表

備考 この表は､ 他の級別標準職務表の適用を受けない職務について適用する｡

別表第２ (第２条関係)

技能労務職給料表級別標準職務表
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職務の級 標 準 的 な 職 務

１ 級 主事及び技師の職務

２ 級 困難な業務を行う主事及び技師の職務

３ 級
１ 主査の職務

２ 主任の職務

４ 級

１ 課長補佐の職務

２ 前号に相当する職務

３ 困難な業務を分掌する主査の職務

４ 特に困難な業務を行う主任の職務

５ 級
１ 困難な業務を処理する課長補佐の職務

２ 前号に相当する職務

６ 級

１ 課長の職務

２ 特に重要な業務を処理する課長補佐の職務

３ 前２号に相当する職務

７ 級

１ 部長の職務

２ 特に重要な業務を所掌する課長の職務

３ 前２号に相当する職務

８ 級
１ 特に困難で重要な業務を所掌する部長の職務

２ 前号に相当する職務

９ 級
１ 副局長の職務

２ 前号に相当する職務

職務の級 標 準 的 な 職 務

１ 級
１ 技能職員の職務

２ 業務職員の職務

２ 級
１ 相当の技能を必要とする技能職員の職務

２ 相当の経験を必要とする業務職員の職務

３ 級
１ 高度の技能及び特に高度の技能を必要とする技能職員の職務

２ 高度の経験を必要とする業務職員の職務及び業務職員の主任の職務

４ 級
１ 技能職員の主任の職務

２ 業務職員の主査及び高度の経験を必要とする業務職員の主任の職務

５ 級

１ 技能職員の主査及び高度の技能を必要とする技能職員の主任の職務

２ 高度の経験を必要とする業務職員の主査及び特に高度の経験を必要とする業務職員の主

任の職務

６ 級
１ 高度の技能を必要とする技能職員の主査の職務

２ 特に高度の経験を必要とする業務職員の主査の職務



｢

｣

｢

｣

１級10号給 １級37号給

１級７号給 １級25号給

１級６号給から１級25号給まで １級17号給から１級93号給まで

別表第３ (第２条関係)

技能労務職給料表級別資格基準表

備考

１ 職種欄の各区分は､ その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する｡

� 技能職員

運転技士 技能技士

� 業務職員

業務士

２ 運転技士で､ その者の有する学歴免許等の資格が基準規則別表第３学歴免許等資格区分表の ｢高校卒｣ に達

しないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については､ その者の学歴免許等の資格

にかかわらず､ ｢高校卒｣ の区分による｡

３ 運転技士にこの表を適用する場合における当該職員の経験年数は､ その免許等の資格を取得した時以後のも

のとする｡ ただし､ 管理者が別段の定めをした場合は､ その定めるところによる｡

別表第４中 を に改める｡

附 則

この規程は､ 平成18年４月１日から施行する｡
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

金沢市液化石油ガス供給に関する規程の一部を改正する規程をここに公布する｡

平成18年３月31日

金沢市公営企業管理者 山 本 文 男

�金沢市公営企業管理規程第７号

金沢市液化石油ガス供給に関する規程の一部を改正する規程

金沢市液化石油ガス供給に関する規程 (昭和63年公営企業管理規程第２号) の一部を次のように改正する｡

別表第１南森本供給地点群の項を次のように改める｡

附 則

この規程は､ 平成18年５月１日から施行する｡
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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職 種 学歴免許等
職 務 の 級

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

技 能 職 員

高 校 卒
１ ２

別に定める 別に定める 別に定める
０ １ ３

中 学 卒
１ ２

別に定める 別に定める 別に定める
０ １ ３

業 務 職 員 中 学 卒 別に定める 別に定める 別に定める 別に定める 別に定める
０

南森本供給地点群 � 南森本町の供給地点

ア 南森本町リ105番地８～105番地18 105番地21～105番地27 105番地30

～105番地120

イ 南森本町カ38番地１ 38番地３

ウ 南森本町ヌ12番地１ 12番地２ 13番地１ 13番地６ 13番地８

� 塚崎町の供給地点

塚崎町ハ105番地６～105番地44 114番地

148



金沢市簡易ガス工作物保安規程の一部を改正する規程をここに公布する｡

平成18年３月31日

金沢市公営企業管理者 山 本 文 男

�金沢市公営企業管理規程第８号

金沢市簡易ガス工作物保安規程の一部を改正する規程

金沢市簡易ガス工作物保安規程 (昭和50年公営企業管理規程第１号) の一部を次のように改正する｡

目次中 ｢・第８条の２｣ を ｢－第８条の３｣ に改める｡

第５条中第２項を第３項とし､ 第１項の次に次の１項を加える｡

２ 兼務ガス主任技術者は､ 特定製造所に係るガス工作物に関して災害の発生の防止のための応急の措置をとるため

に必要な知識､ 技能及び経験を有し､ かつ､ 当該特定製造所に30分以内 (１容器当たりの貯蔵能力が５トン以上の

ものを設置する特定製造所にあっては､ 10分以内) に到達できる者を指名する｡

第８条第１項ただし書中 ｢次条に｣ の次に ｢､ 特定製造所に係るガス工作物の災害防止のための応急措置に従事す

る者に関するものについてはこの条のほか第８条の３に｣ を加え､ ｢及び第24条の３｣ を削る｡

第８条の２の次に次の１条を加える｡

(特定製造所に係るガス工作物の災害防止のための応急措置に従事する者に対する保安教育及び訓練の実施)

第８条の３ 保安管理者は､ 特定製造所に係るガス工作物の災害防止のための応急措置に従事する者に対する保安教

育及び訓練の計画を毎年作成し､ 年１回以上当該計画に従い､ 保安教育及び訓練を実施するものとする｡

２ 前項の保安教育及び訓練の内容は､ 原則として次に掲げるものとする｡

� 特定製造所に係るガス工作物の災害防止のための措置に関する知識及び技能の習得向上に関する事項

� 特定製造所に係るガス工作物の災害防止のための需要家及び関係機関への対応に関する事項

第９条第３項中 ｢第５号｣ を ｢第４号｣ に改め､ 第４号を削り､ 第５号を第４号とし､ 同号の次に次の１号を加え

る｡

� 耐圧試験

第９条第４項中 ｢認定を｣ を ｢登録を｣ に､ ｢認定ガス工作物検査機関｣ を ｢登録ガス工作物検査機関｣ に改める｡

第18条 (見出しを含む｡) 中 ｢耐圧試験及び｣ を削る｡

第19条第２項中 ｢第５号｣ を ｢第４号｣ に改める｡

第28条の７第２項中 ｢５強以上６強未満｣ を ｢５弱以上｣ に改める｡

附 則

この規程は､ 公布の日から施行する｡

�金沢市公営企業訓令甲第１号

企 業 局

金沢市企業局巡視規程及び金沢市企業局浄水場宿直勤務規程の一部を改正する規程を次のように定める｡

平成18年３月31日

金沢市公営企業管理者 山 本 文 男

金沢市企業局巡視規程及び金沢市企業局浄水場宿直勤務規程の一部を改正する規程

(金沢市企業局巡視規程の一部改正)

第１条 金沢市企業局巡視規程 (昭和28年公営企業訓令甲第１号) の一部を次のように改正する｡

別表を次のように改める｡

別表 (第４条関係)
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公 営 企 業 訓 令 甲

巡 視 箇 所 巡 視 要 領

港エネルギーセンター １ 巡視は､ 業務の指導に重点を置くものとする｡

２ 巡視の要目は､ おおむね次のとおりとする｡

� 清潔及び整とん

� 簿冊の整理

末浄水場

犀川浄水場

発電管理センター



(金沢市企業局浄水場宿直勤務規程の一部改正)

第２条 金沢市企業局浄水場宿直勤務規程 (昭和48年公営企業訓令甲第４号) の一部を次のように改正する｡

第３条第３項中 ｢又は浄水センター所長｣ を削る｡

附 則

この訓令は､ 平成18年４月１日から施行する｡
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城北水質管理センター � 機械､ 器具等の保存及び手入れ

� 施設の状況

� 作業の実態

西部水質管理センター

臨海水質管理センター

ガス､ 水道､ 発電､ 工業用

水道及び公共下水道に係る

工事箇所

当該工事の進ちょく状況及び当該工事に従事する職員の勤務状況を視察し､ 必要

な指導を行う｡
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